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小
学
生
以
上
で
下
田
市
内

に
お
住
ま
い
、
お
勤
め
、
ま
た
は

通
学
さ
れ
て
い
る
方
５
名
以
上
が

参
加
す
る
場
で
あ
れ
ば
構
い
ま
せ

ん
。
小
中
学
校
で
の
申
し
込
み
も

歓
迎
で
す
。

�
�
�
�　

土
・
日
・
祝
日
お
よ

び　

月　

日
か
ら
１
月
４
日
ま
で

１２

２８

を
除
い
た
日
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
９
時
ま
で
の
間
で
１
講
座
２
時

間
ま
で
。（
１
時
間
を
限
度
に
延
長

も
可
能
で
す
）

�
�
�
�　

市
内
の
公
の
施
設
、

地
区
集
会
所
な
ど
の
会
場
を
受
講

者
の
方
で
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�　

希
望
す
る
日
の
３
か

月
前
か
ら
２
週
間
前
ま
で
に
申
込

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�　

講
師
の
派
遣
や
資
料
は
無

料
で
す
。（
施
設
借
上
料
や
有
償
資

料
代
な
ど
は
受
講
者
が
負
担
し
て

く
だ
さ
い
）

�
�
�
�
�
�
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政
治
、
宗

教
、
営
利
を
目
的
と
す
る
集
会
な

ど
の
場
合
は
実
施
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
苦
情
や
ご
要
望
を
お
聞
き

す
る
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。
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企
画
財
政
課
企
画
調
整
係

�
�
２
２
１
２　

�
�
３
９
１
０
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月�

日�

日月火水木金土�

月�
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担当課講座の内容講座名NO

企 画 財 政 課
市の財政状況について市の家計簿１

下田市行政経営方針について
市役所は変わります！
～効率的な運営に向けて～

２

総 務 課情報公開制度の現状、利用方法等について
よくわかる「情報公開制度」
～より開かれた市政をめざして～

３

税 務 課各種市税の課税の仕組みや納税等について暮らしの中の税４

市 民 課
各自でできる地震対策や市の防災について東海地震！家庭でできる地震対策５

市民係窓口業務の概要市民係の窓口業務６

観 光 交 流 課
観光案内の要点、心のおもてなし、市民の心得等について観光おもてなし講座７

市の観光の現状とその振興施策観光づくりについて８

産 業 振 興 課地場の農林水産物を直接提供する、地産地消運動について
新鮮！おいしい！
下田産の食べ物について

９

建 設 課下田市まちづくり基本構想（都市計画マスタープラン）の概要下田市まちづくり基本構想１０

福 祉 事 務 所

市の高齢者の状況や在宅福祉事業制度について※他の福祉制度も
相談により対応可

高齢者の在宅福祉事業について１１

地域の現状～地域福祉の必要性～
地域福祉について
 （あなたの地域を考える）

１２

健 康 増 進 課

介護保険制度の解説、介護保険の利用状況についてご存知ですか？介護保険制度１３

国民健康保険制度の概要国民健康保険の豆知識１４

後期高齢者制度についての説明後期高齢者制度について１５

食生活の改善、健康管理、健康体操、生活習慣病予防等についていきいき健康講座１６

環 境 対 策 課ゴミの減量方法や収集・処理についてゴミを減らしましょう！１７

上 下 水 道 課
水道のしくみ（水道水ができるまで､水道施設､水道料金）下田市の水道１８

下水道事業の歴史と役割について下水道の歴史と役割１９

生 涯 学 習 課市内の指定文化財について
こんなにあります
市内の指定文化財

２０

選挙管理委員会公職選挙法に基づく各種選挙制度の概要選挙の仕組み２１

メニュー以外の内容の講座についても相談に応じますので、ご連
絡ください

リクエスト講座２２
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市
民
の
み
な
さ
ん
が
知
り
た
い
、
聞
き
た
い
、
学
び
た
い
内
容
を
、
市

役
所
の
職
員
が
出
向
い
て
お
話
を
す
る
職
員
出
前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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平
成　

年
７
月
１
日
に
ご
み
の

１９

減
量
を
目
指
し
た
「
家
庭
ご
み
の

有
料
化
」
が
始
ま
り
、　

月
よ
り

１０

完
全
実
施
と
な
り
９
か
月
が
過
ぎ

ま
し
た
。
有
料
化
開
始
か
ら
今
ま

で
の
収
集
量
は
、
炉
の
改
修
の
た

め
持
込
ご
み
の
制
限
等
を
お
願
い

を
し
て
い
る
現
状
も
あ
り
ま
す
が
、

大
幅
な
減
量
が
見
え
、
そ
の
様
子

は
左
図
の
燃
や
せ
る
ゴ
ミ
処
理
量

に
も
現
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、資
源
物
は
増
加
傾
向
で
、

リ
サ
イ
ク
ル
の
徹
底
が
進
ん
で
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、

ご
み
袋
の
有
料
化
に
伴
い
頂
い
た

色
々
な
意
見
や
要
望
事
項
に
つ
い

て
は
、
環
境
審
議
会
に
お
い
て
議

論
、
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

ご
み
袋
有
料
化
に
伴
う
販
売
金

額
は
３
９
、 ２
０
０
千
円
で
、袋
代

と
小
売
店
へ
の
手
数
料
等
を
差
し

引
い
た
収
入
は　

２
１
、 ４
０
０
千

円
と
な
り
、
ご
み
持
込
手
数
料
収

入
と
合
わ
せ
施
設
の
改
修
費
及
び

ご
み
処
理
費
用
の
財
源
と
し
て
有

効
に
活
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

焼
却
炉
の
改
修
工
事
も　

月
末

１１

ま
で
行
わ
れ
、
市
民
の
皆
様
に
は

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
引

き
続
き
環
境
保
全
及
び
ご
み
の
減

量
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

清
掃
セ
ン
タ
ー
で
は
、
５
月
末

か
ら
６
月　

日 （
月
） ま
で
の
期
間
、

３０

ご
み
焼
却
施
設
の
改
修
工
事
に
と

も
な
い
、
焼
却
炉
の
運
転
を
１
か

月
間
に
渡
り
休
止
し
ま
す
。

　

こ
の
間
、
近
隣
市
町
の
ご
み
焼

却
場
に
、
下
田
市
の
ご
み
処
理
を

お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
受
入
数
量
が
限
ら
れ
て
い

ま
す
。
ご
み
収
集
、
持
込
と
も
、

燃
え
る
ご
み
は
極
力
、
減
量
化
し

て
く
だ
さ
い
。
み
な
さ
ま
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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問合せ先：清掃センター

　　　　　� �６６８６
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3月2月1月12月11月10月9月8月7月
1,1309009931,1701,0511,0581,0991,4761,251■■17年度
1,0609011,0071,2031,0291,0651,0461,4041,201■■18年度
9647698439618979119991,3021,105■■19年度
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3月2月1月12月11月10月9月8月7月
403340453736514148■■17年度
413539443638395136■■18年度
565752765455586655■■19年度
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